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１ 原告らの無期転換を認めた判決 

ＫＬＭオランダ航空（ＫＬＭ）に対して無期転換申込権を行使した日本人

客室乗務員３名が申し立てた労働契約上の地位の確認等請求訴訟について、

２０２２年１月１７日、東京地方裁判所民事第３６部は、原告らの労働契約

上の地位を確認し、未払い賃金請求についても全て認容する判決を言い渡し

ました。労働契約法１８条による無期転換を認めた画期的な判決といえます。 

２ 本件の概要について 

本件事件は、「通算５年」の雇用契約期間を超えてＫＬＭで働いていた有期

雇用の日本人客室乗務員のうち３名が、労働契約法１８条の無期転換申込権

を行使したにもかかわらず、２０１９年５月２６日をもって雇い止めとされ

たため、無期雇用契約がＫＬＭとの間で成立しており、無期雇用の労働契約

上の地位があるとして、ＫＬＭに対し、労働契約上の地位を確認し、未払賃

金を請求する訴訟を提起したものです。 

３ 労働契約法１８条による無期雇用転換 

労働契約法１８条においては、２０１３年４月１日以降の有期労働契約が

通算期間５年を超えて反復更新された場合にその労働者の申込によって無期

労働契約へと転換することを定めています。 

本件の原告ら３名は、２０１４年３月２４日からＫＬＭにおいて雇用され、

２０１９年５月２６日（本件満了日）まで同社との雇用契約が「通算５年を

超えて」反復更新されている以上（２０１９年１月に原告らはＫＬＭに対し

無期転換申込をしました。）、本件満了日以降、ＫＬＭとの間で無期雇用契約

が成立しており、本件満了日をもってする雇い止めは認められないと主張し

ました。 

４ 本件の争点について 

本件では、原告らは、ＫＬＭからの採用通知を受け、２０１４年３月２４

日から９週間にわたって、オランダ本国で訓練を受けているところ、この「訓

練」中もＫＬＭによって雇用されているといえるか否かということが争点と

なりました（労働契約法１８条の「通算５年」の始期の問題）。 

５ 裁判所が実態を踏まえた判断をしたこと 

原告らは、訓練中はＫＬＭとの間で訓練契約を締結してオランダで９週間



にわたり、ＫＬＭの訓練施設において、ＫＬＭの現役の客室乗務員から指導

を受けていました。訓練期間中には日当及び訓練手当（賃金）が支給されて

いました。 

ＫＬＭが行ってきた訓練は、その客室乗務員として採用した原告らを、Ｋ

ＬＭの客室乗務員として養成し訓練合格直後からＫＬＭの旅客機において乗

務させて、ＫＬＭの収益事業に貢献させることを目的として行われてきたも

のであり、まさに、「ＫＬＭのＫＬＭによるＫＬＭのための訓練」でした。だ

からこそ、ＫＬＭは、訓練に必要な費用をすべて負担したうえで、原告らに、

訓練従事の対償として、賃金を支払っていたのです。 

裁判所においては、こうした実態を踏まえ、「訓練」においても原告らはＫ

ＬＭの「労働者」であったと認め、ＫＬＭとの間の無期雇用契約の成立を前

提とする判決を行いました。 

６ ＫＬＭによる違法な雇い止めを許さない 

  ＫＬＭは、労働契約法１８条に基づく無期転換申込権の発生を防ぐ目的で、

２０１３年４月１日以降の雇用契約期間が「通算５年」となる直前で多数の

日本人客室乗務員を雇い止めとしています。現在、「通算５年」直前で雇い止

めとなった日本人客室乗務員２８名が東京地方裁判所に訴訟を提起し、同訴

訟は同裁判所民事３６部に係属しています。 

ＫＬＭは、オランダ人客室乗務員を無期雇用とする一方で、これと全く同

様の仕事を行う日本人客室乗務員については頑なに有期雇用とする人事方針

を貫いています。ＫＬＭが、労働契約法１８条の有期雇用労働者の地位の安

定という趣旨を逸脱してまで、雇い止めを強行するのは、日本人は無期雇用

にはしないというこの方針のためです。 

この度の判決は、ＫＬＭにおける日本人客室乗務員の無期雇用による雇用

の安定を図る第一歩といえる画期的な判決です。 

また、今回の判決は、全国でも横行する無期転換逃れの雇い止め（いわゆ

る２０１８年問題）に楔を打ち込む意味でも、極めて重要な意義をもつ判決

です。 

私たちは、ＫＬＭが、今後この判決に対して控訴することなく、違法な雇

い止めを全面的に改めることを強く求めるとともに、航空産業で働く客室乗

務員らの雇用と生活の安定を勝ち取るため、引き続き奮闘する決意です。 
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